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登記所備付地図データの民間事業者等への提供について

１ 地図等の写しの交付（書面の交付）
→窓口請求のほか，オンライン請求可

現状及び検討の経緯

登記所備付地図の電子データを，民間事業者等に提供する枠組の検討・構築

施策の概要

現時点における検討の進捗状況

２ 登記情報提供サービス（インターネットを利用した閲覧）
→表示された情報（ＰＤＦファイル）をダウンロード可

登記所備付地図の電子データについて，当該データを加工可能な形式で
民間事業者に提供することまでは行っていない。

農業分野におけるＩＣＴの活用を目的として，農業事業者や関係業者から，一定
のまとまった区域の登記所備付地図の電子データを相応の対価で入手したい
との要望。また，電子データの提供は農業以外の分野でも活用が期待。

ニーズ

登記所の地図データについて，ＩＴ総合戦略本部による官民データ活用推進施策の一環として，２０２１年度までに提供を開始することができるよう検討し，その具体
的条件や内容を本年度中に決定する。【未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）】

平成２９年度より制度面・システム面等の課題の整理を行い，平成３３年度までに登記所備付地図の電子データの提供を可能とすることを目標に推進。【世界最先端
ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成２９年５月３０日閣議決定）】

制度面 システム・コスト面

【課題】
不動産登記制度において提供の理由付けが困難であ
り，また，「地番」は，地理空間情報において個人情報
として整理されているため，電子データの提供が困難

＜関係機関との協議＞
①法令上の提供の根拠付け
②個人情報の取扱いの見直し

【課題】
地図の電子データ提供を実施するためには，提供するデータの内容・提供方式に応じた
システム改修・構築を行う必要があり，提供を受ける民間事業者の要望内容を踏まえつ
つ，費用対効果に優れたシステム構成を検討することが必要

＜ニーズ把握の実施（平成２９年４月から１２月までの間＞
①ヒアリング （対象 民間企業３社及び資格者団体１団体）
②アンケート（対象 日本経済団体連合会等の加盟民間企業，資格者団

体やＪＡ）→有効回答数３０

上記の調査結果を踏まえ，最適なシステム構成を３月までに決定

不動産登記制度における地図等の公開方法

登記所の地図データの提供については，「官民データ活用推進基本法」に基
づき，ＩＴ戦略本部の下，官民データの活用推進施策の一環として，平成３３
年度までに提供を開始することができるように検討を行うものと承知しており，
法務省としては，ＩＴ戦略本部と連携の上，しっかりと対応してまいる所存です。

平成２９年３月２４日第６回未来投資会議における
金田法務大臣発言（当時）

平成２９年２月２３日未来投資会議
「ローカルアベノミクスの深化」会合（農業）第６回

検 討

上記協議を踏まえ，基本的方向性を３月まで
に決定




